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 【開会=午前９時３３分】 

 

 ただいまから議会運営委員会を開会いたします。 

本日の審議事項はお手元に配布した通りであります。ま

ず、局長より連絡事項について説明願います。 

 

本日は最終日でございます。本日の会議は９時５０分終

了目標でよろしくご協力お願いいたします。また、追加議

案につきましては、議場において配布いたしますので、会

議終了後、回収させていただきます。メモ等は別紙にてお

願いいたします。以上です。 

 

それでは次に、追加議案について、執行部から説明願い

ます。副市長お願いします。 

 

皆様、おはようございます。それでは、今定例会におい

て追加議案の審議をお願いすることとなりましたので、よ

ろしくお願いいたします。 

付議する案件の内訳といたしましては、令和５年度補正

予算１件でございます。それでは、追加議案書の１ページ

をお願いいたします。「議第６４号 令和５年度羽島市一般

会計補正予算（第４号）」についてです。歳入歳出予算の総

額に８８４万８０００円を追加し、総額を２３９億６２５

８万１０００円とするものです。補正の内容は、庁舎施設

管理費で、中庁舎を旧本庁舎と合わせて解体するための追

加設計等の委託を行うものでございます。中庁舎の今後の

方針につきましては、先の一般質問でお答えした通り、旧

本庁舎の解体に合わせて解体することを市の方針としてお

ります。その理由といたしましては、同じく政策会議の場

で廃止の方針がされました、いきいき元気館及び老人福祉

センターの代替機能として、中庁舎についても検討してま

いりましたが、別に代替補完機能が確保できる見通しとな

ったこと、また、新庁舎の附属施設として、新たな利用目

的を見い出せなかったことによるものでございます。この

タイミングで補正予算案を追加提出する理由といたしまし

ては、提出を９月議会とした場合、１０月末を完了の目途

としている、旧本庁舎解体設計業務に中庁舎の解体を組み

入れることができず、経費の抑制が図られないこと、庁舎

の解体において有益な起債である、公共施設等適正管理推

進事業債を旧本庁舎と一体的に活用することで、中庁舎に

おいても確実に適用させたいことによるものでございま
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南谷佳寛委員 

 

後藤國弘委員長 

 

す。補正の内訳といたしましては、中庁舎解体工事設計業

務委託費２３６万５０００円、中庁舎アスベスト調査業務

委託費１９０万８０００円、中庁舎照明器具ＰＣＢ含有調

査業務委託費６万６０００円、旧庁舎金属類等収集運搬及

び処分業務委託費２４５万７０００円、旧庁舎廃棄物処分

業務委託費２０５万２０００円となります。財源としては、

財政調整基金繰入金及び公共施設等適正管理推進事業債を

充てるもので、地方債の補正もお願いをいたします。 

以上、今定例会において、審議をお願いする追加議案に

ついて、その概略を説明いたしました。よろしくお願いい

たします。 

 

よろしいでしょうか。 

 

（発言なし） 

 

執行部は退室していただいて結構です。 

 

（執行部退室） 

 

それでは次に、地方自治法第１８０条第１項の規定によ

る市長の専決処分事項について、議会運営委員会で発議す

るか、しないか、皆さんの意見をお聞きしたいと思います。

皆さんの意見なので、順次お聞きしていきたいと思います

のでよろしくお願いします。 

 

この間、全員協議会でお話があった中、後からいろいろ

確認したんですけれども、特別問題ないことかと思われま

したので、発議してよろしいかと感じております。 

 

発議してください。 

 

発議でいいです。 

 

私、ちょっと情報を持ち合わせないので、保留でお願い

します。 

 

 発議してください。 

 

皆さんの意見をお伺いしたところ、発議するという意見

の方が多いようですので、議会運営委員会で発議したいと
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思いますので、よろしくお願いいたします。 

追加議案や発議の取り扱いを含む議事運営について、局

長説明願います。 

 

それでは、本日の追加議案の取り扱い及び議事運営につ

いて説明いたします。最終日ですが、まず初めに、諸般の

報告として、土地開発公社及び地域振興公社の経営状況の

説明書が提出されたことを報告していただきます。 

次に、議会運営委員会の委員長報告をしていただき、引

き続き議題として現在審議中の案件について、採決まで行

いますので、付託案件の委員長報告を願い、委員長報告に

対する質疑を行った後、討論、採決まで進めていただきま

す。その後、先ほど副市長から説明のありました追加議案、

議第６４号 令和５年度羽島市一般会計補正予算（第４号）

を日程に追加、説明、質疑、委員会付託を省略し、討論、

採決まで進めていただきます。 

次に、専決処分事項の追加について発議することが決ま

りましたので、発議第６号 地方自治法第１８０条第１項の

規定による市長の専決処分事項についてを議題とし、説明、

質疑を行い、委員会付託を省略し、討論、採決まで進めて

いただきます。 

その後、選挙管理委員会委員及び補充員の選挙をお願い

したいと思います。なお、この選挙は先例によりまして、

議長の指名推選でお願いいたします。 

続いて、８月２１日に県民ふれあい会館にて開催されま

す市町村議会議員セミナーについての議員派遣についてを

議題とし、採決まで進めていただきます。 

最後に、６月２３日開催の全員協議会で全議員へ報告の

ありました、羽島市議会議員政治倫理審査会結果報告をし

ていただきますのでよろしくお願いいたします。 

この本会議終了後の会議について説明をさせていただき

ます。本会議終了後、第１委員会室において全員協議会、

正副委員長会議及び議会改革特別委員会を開催し、引き続

き広報広聴委員会を開催しますのでよろしくお願いいたし

ます。選挙管理委員会委員及び補充員の選挙について配布

いたします資料につきましては、個人情報ですので、議場

内でお目通しをいただき、本会議終了後に議場で回収をさ

せていただきますのでよろしくお願いいたします。 

本日、議員懇親会を予定しております。場所は西松亭で、

時間は午後６時からですので、よろしくお願いいたします。

以上です。 
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今、局長から説明のあった通り進めたいと思いますが、

よろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

では、そのように取り計らうことといたします。 

最後に９月定例会の日程について、議会だよりに掲載す

る必要がありますので、事務局長から説明願います。 

 

９月定例会でございますが、初日は９月１日金曜日にな

りますのでよろしくお願いいたします。 

 

それでは、９月１日定例会初日となりますのでよろしく

お願いします。 

他によろしいでしょうか。 

 

（発言なし） 

 

それでは議会運営委員会を終了いたします。皆さんよろ

しくお願いいたします。 

 

【委員会終了＝午前９時４５分】 

 


